
豊中市食育推進部会設置要綱 

 

（目的） 

第 1条 この要綱は、豊中市保健医療審議会規則(平成 12年豊中市規則第 60号。以下「規則」という。)第 8条

第 1項に基づき豊中市食育推進部会(以下「部会」という。)を設置し、豊中市食育基本法（平成１７年法律第６

３号）第１８条の規定に基づき、策定した「豊中市食育推進計画」（以下「食育推進計画」という。）の進行管理

や評価について意見交換等を行うことを目的とする。 

 

(所掌事項) 

第 2条 部会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を豊中市保健医療審議会(以下「審議会」という。) 

の会長に報告する 

（１） 豊中市における食育に関すること。 

（２） 食育推進計画に関すること。 

（３） その他審議会が必要と認める事項 

 

（組織） 

第 3条 部会は、委員 12人以内で組織する。 

２ 部会は、次の各号に掲げる者のうちから規則第 8条第 2項に基づき会長が指名する委員で構成する。 

(1) 教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及び保健に関する関係機関及び関係団体の代表 

(２) 食品の製造、加工、流通、販売又は食事の提供を行う事業者及びその組織する団体の代表 

(３) 子どもの保護者の代表 

(４) 地域における食育の推進に関する専門的知識を有する者 

(５) 消費生活の安定及び向上等のための活動を行う民間の団体の代表 

(６) 食生活の改善のための活動その他の食育の推進に関する活動に携わるボランティアの代表 

(７) 市民 

３ 前項第７号に規定する者は、公募により１名を選考するものとする。ただし、応募がなかったときその他やむを 

得ない理由があるときは、この限りでない。 

 

（委員の任期） 

第４条 委員の任期は２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は前条第２項第７号の委員を除き、再任されることができる。 

３ 会長は、特別の事情があると認める場合は、第１項の規定にかかわらず、委員を解嘱することができる。 

 

（部会長及び副部会長） 

第５条 部会には、部会長及び副部会長を置く。 

２ 部会長は、規則第８条第３項に基づき、会長が指名する。 

３ 副部会長は、部会長が委員の中から指名する。 

４ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

  

 



（会議） 

第６条 部会は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 

 

（関係者の出席等） 

第７条 規則第 9条第 1項に基づき、部会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又

は意見を聴くことができる。 

 

（庶務） 

第 8条 部会の庶務は、健康医療部コロナ健康支援課において処理する。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年（２０２1年）２月１６日から実施する。 

２ この要綱の実施後最初に招集される部会並びに部会長及び副部会長に事故がある場合その他部会長の職

務を行うものがない場合における部会の招集及び部会長が決定されるまでの部会の議長は、会長が行う。 

     附則 

１ この要綱は、令和３年（２０２１年）７月１日から実施する。 

２ 初年度の任期については令和３年（２０２１年）１０月１日から令和４年（２０２２年）９月３０日までの 1年間と  

する。 

     附則 

 この要綱は、令和 5年（２０２３年）４月１日から実施する。 

 


